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⚫ 接続や卸提供の場合における負担対象を整理いただき、感謝申し上げます。

⚫ 一方、電話のユニバーサルサービスにおいては、番号指定事業者（上流）の報告
に基づいて負担額が算定されるところ、BBのユニバーサルサービスにおいては、
最終提供事業者（下流）の報告に基づき算定する案となっており、電話の場合と
は大きく異なる運用形態となるものと想定します。

⚫ 当社としましては最終提供事業者の回線数（利用戸数）情報に基づき、負担額を
算定するのではなく、負担事業者である端末系伝送路設備を設置する事業者が把
握できている情報により算定することが妥当であると考えております。
（端末系伝送路設備と集合住宅内設備を設置する事業者が異なる場合においては、
利用戸数に基づくのではなく、集合住宅への引込回線数に基づき算定すべき）

最終提供事業者の報告回線数に基づく負担額の算定について

9月4日研究会資料2 P.13（要旨）

⚫ 最終提供事業者が集合住宅内の回線数（利用戸数）を総務省に報告し、
その報告値を基に負担事業者が負担すべき額を算定する。
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⚫ 全戸一括契約の場合において、最大戸数を算定の単位とすることについては、以
下の観点から合理性を欠く面があると考えております。

• 未入居の住戸や他事業者のサービスを利用する住戸も負担対象としてカウント
され、負担の転嫁を適正に実施した場合、実際の利用者は通常の負担単価以上
の負担を強いられることとなり、不公平となる仕組みであること

• 全戸一括契約は、入居者との個別契約の集合体という性質の契約ではなく、集
合住宅単位で建物のオーナー、デべロッパまたは管理組合といった法人格を相
手方とした契約であり、いわゆる法人向けサービスの契約と同等と捉えられる
こと（各入居者は、法人向けサービスでいう従業員と同じ）

⚫ BBユニバーサルサービスの負担を適正に行うための（利用者への適正な転嫁を想
定した）制度設計の検討を改めてお願い致します。

全戸一括契約における負担について

9月4日研究会資料2 P.13注釈（要旨）

⚫ 全戸一括契約の場合において、提供回線数（利用戸数）を把握できない
場合は、最大戸数を報告することとする
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